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「三田学会雑誌」89巻 2 号 （1996年 7 月）

国際寡占市場 • 最適課税一補助金政策•新べルトラン均衡

下 村 耕 嗣

1. 序

本稿の目的は S h im om u ra(1995 )において初めて提卩昌された新ベルトラン均衡概念をD ix it(1984)， 
B rander and S p en cer (1985), E aton  and G rossm an  (1986)等に始まる国際寡占モデルに適用し，（1) 
標準的なベルトラン均衡に比して新ベルトラン均衡がどのような特徴を持っているか，及 び ⑵ 新  

ベルトラン均衡下での最適課税 . 補助金政策はどのようなものであり，標準的なベルトラン均衡下 

でのそれとどのように違うのか，を明らかにすることである。

まず本節において新ベルトラン均衡概念について述べよう。通常，ベルトラン均衡とは各寡占企 

業の生産物価格が個々の寡占企業の戦略変数であるような競争下において成立するナッシュ均衡と 

理解されている。ここで価格とは財1 単位と交換可能なニューメレール財の量である。

この文中の「生産物価格が個々の寡占企業の戦略変数である」 という部分は，標準的な寡占理論 

では 「各寡占企業は所与の価値尺度財の量で表わした自分の財の価格を自分にとって最も都合の良 

い水準に設定しようとする」ということを意味している。すなわち，標準的な寡占理論では何をニ 

ューメレール財として各寡占企業が用いるかはそれぞれの寡占企業にとって経済的選択の対象外で 

ある， と想定されている。

著者はこの想定がアド • ホックであると考える。なぜなら，情報の非対称性のような制約のない

*本稿のベースになつた論文は1995年 8 月に箱根にて開催された第4 回Pasific Rim C onferen ceにおい 

て報告の機会を与えられた。その際，討論者の柳川範之氏をはじめ，大山道広，E•ヘルプマン両教授から 

有益なコメントをいただいた。また1996年 1 月に帝塚山大学経済学部と西日本経済理論学会例会（西南学 

院大学)，同年3 月に福島大学経済学部において報告させていただいた。各研究会の出席者の先生方，特に 

石澤末三，大川隆夫，岡村誠，村田省三，古澤泰治の各先生方との討論も本稿の主要内容を作り上げてい 

く過程できわめて有意義であった。記して感謝の意を表したい。言うまでもなく本稿において生じる一切 

の誤謬は筆者の貴に帰する。
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限り，各寡占企業がそれぞれどのようなニューメレール財を用いて戦略変数である自分の生産物価 

格を規定するかは他の寡占企業の行動に影響を与え，そしてこの影響を通して自分の利潤の水準に 

はねかえってくるからである。従って，合理的な寡占企業は自分にとって最適なニューメレール財 

を選択するはずである。

すなわち，価格競争下にある合理的な寡占企業は二つの経済的選択をなさなくてはならない。第 

1 は戦略変数である自分の生産物価格を定義する基礎となるニューメレール財の選択であり，第 2 
はこれによって規定された生産物価格の水準の選択である。明らかにこの二つの選択は逐次的にな 

されるはずのものである。

S h im o m u ra (1 9 9 5 )はこの二つの選択を明示的に考慮した2 段階の複占ゲームを構築し，その部分 

ゲーム完全均衡解（新べルトラン均衡）を求め，均衡価格•数量がスタンダードなべルトラン均衡下 

のそれらとどのように違うかを明らかにした。冒頭で述べたように本稿ではこの「新べルトラン均 

衡」概 念 を B rander and S p en cer (1 9 8 5 )や E aton  and G rossm an  ( 1 9 8 6 )以来議論されてきた 

ex p o rt r iva lry  m o d e lに適用し，各国政府の（自国寡占企業に対する）最適課税.補助金政策がどのよ 

うなものか，そしてこの最適政策がスタンダードなベノレトラン均衡下のそれとどのように異なって 

くるかを明らかにする。

本稿の主要結果は次の二つである。第 1 。 もし各国の寡占企業の生産物がすべて第3 国向けであ 

り従って各国の経済厚生が生産者余剰と純租税収入の和であるような単純な国際寡占モデルの場合， 

課税も補助金もないレッセ. フェール下の新べルトラン均衡は両国の国民にとってパレート最適と 

なっている。従って，協調，非協調を問わず，各国政府による当該寡占市場への介入によってすベ 

ての国の厚生が同時に改善する事はあり得ない。

第 2 。 もし寡占財が通常の意味での代替財であれば，一方の国の政府がg 国の経済厚生を最大に 

するために行う課税 . 補助金政策は標準的なベルトラン均衡と新ベルトラン均衡との間では，一方 

の均衡下で課税なら他方の均衡下では補助金というように，方向が正反対となる。

第 2 節では簡単な ex p o rt r iv a lry  m o d e lを提示し，新ベルトラン均衡をそのモデルに即して概説 

する。第 3 節で本稿の主要結果を導出する。第 4 節でこの主要結果の持つ意味について議論する。

2 . 国際寡占モデルと新ベルトラン均衡

まず本稿のモデルについて述べよう。今，日本 . アメリカという名前の二つの国が存在し，日本 

に属するトヨタという自動車生産企業とアメリ力に属するフォードという自動車生産企業が第3 国 

で競争を行っている状況を想定する。単純化のために， （a ) トヨタ，フォード両社とも生産•販売す 

る車種はそれぞれ1 種 類 （以下，それぞれをトヨタ車，フォード車と呼ぶことにする）である，（b)両社 

ともそのすベての生産車両を第3 国に輸出する， と仮定する。また，第 3 国の消費者にとってトヨ
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夕車とフォード車は差別化財であり， トヨタ，フォード両社はそれぞれの生産車両の価格を戦略変 

数としてこの第3 国で競争しているものとする。

トヨタ社の利潤を

Y\ -T { p r ,  P f \ t )  =  { \  — t ) p r y T( p T ,  P f ) — C r ( y T( p T ,  P f ) )  ( 1)

と表そう。ここでp T, はそれぞれトヨタ車，フォード車の価格，y T( p T, か•）はトヨ夕車に対する 

市場需要関数，C r ( . ) はトヨタ車の費用関数である。また/は日本政府によってトヨタ車に課された 

従価税率である。もし /  <  0 であれば，日本政府がトヨ夕車に対して— tp Ty T( p T, p F) だけの補助金 

を与えることを意味する。同様にしてフォ一ド社の利潤を

I [ F ( p T ,  P f )  =  p F y F{ p T ,  P f )  —  C F( y F( p T ,  P f ) )  (2 )

と表す。y F [ P t ,か' ) はフォ一ド車に対する市場需要関数， ) はフォ'一ド車の費用関数である。 

C r(. )， C f { .  ), P t , か• はある共通のニュ一メレ '一ル財（A 0 で測られたものであるとする。

最後に日本政府の目的関数について。国際貿易論においてしばしば想定されているように， 日本 

政府は純課税収入 tp Ty T( p T，p F) を日本の家計に一括移転すると仮定する（補助金の場合は一括税を賦 

課する）。両社ともその生産物の全てを第3 国に輸出すると想定しているので，日本の経済厚生は生 

産者余剰と純移転の和

W  = \ { T( p T ,  P f )  t ) +  t p Ty T ( p T ,  P f )  =  p r y T{ p T ,  P f )  — C T ( y T( p T ,  P f ) )

で表すことが出来る。 日本政府はこれを最大にするように，を決める。以上が本稿のモデルの基本 

的諸仮定である。

通常のベルトフン競争モデルの場合，次のように議論される。トヨタ社は，フォード社がA r を一 

定水準に決めてぐるという想定のもとに，自社製品の価格p T を利潤n 7"(如，Pf', t ) を最大にするよ 

う決定する。フォード社も同様にしてp F の水準を決定する。ベルトラン均衡価格 ( p T, P f) は両社の 

利潤最大化行動とコンシステントな価格ペアである。

しかしなぜトヨタ社はフォ一ド社がか■を，すなわちニューメレール財で測った自社製品の価格 

を，その戦略変数として用いると想定するのであろうか？ 例えば今仮にトヨタ社はフォード社が 

ニューメレール財1 単位とトヨタ車a 単位によって構成される合成財で測った自社製品価格

= Pf 
か = 1 +  apT

を一定水準に決めてくると想定しているとしよう。 このときトヨタ社の利潤は

T \ . T { p T , 办 （ 1  +  a p T ) \  0  E  ( 1  -  t ) p T y T { p T ,  q F { \  +  a p T ) )  一  C T ( y T ( p T ,  Q f ( 1  +  a p T ) ) )

(10
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と表わされる。所与の办のもとでこの利潤を最大にするp T の水準は，《が正値であるかあるいは 

( 1 ) のようにゼロであるかによって一般に異なる。同様にしてトヨタ社もまた，自社製品価格を規定 

する際どのような合成財を用いるかによって利潤最大化行動に影響を与えることが出来る。 もしそ 

うであるなら， トヨタ，フォード両社が合理的な経済主体である限り，それぞれにとって最適な合 

成財の選択をおこなうはずである。

以上のように考えていけば， トヨタ，フォード両社の価格競争は次のような2 段階ゲームとして 

定式化できることがわかる。

[段 階 1 ] 各社は戦略変数としての自社製品価格を規定する合成財を選択し（ライバル企業にアナウ 

ンス）する。X 社 （X  =  F ) の選択する合成財はニューメレール財，トヨタ車，フォード車の非負

量をエレメントとする3 次元ヴェクトル（a似，a Tx, a FX) で表わすことが出来る。

[段階 2 ] 各社は段階 1 で選択した合成財で測った自社製品の価格水準

QX d  N X  +  C lT X pT  +  CLf x P f  ⑶

を選択する。

S h im o m u r a (1 9 9 5 )はこの 2 段階ゲームの部分ゲーム完全均衡解を導出しこれを新ベ ルトラン均 

衡と名付けた。図 1 において下に凸な点線群はトヨ夕社の等利潤曲線群を表わす。従って曲線A B  
は標準的なベルトラン競争モデルにおけるトヨタ社の反応曲線である。さて次に原点から直線を引 

きこれと等利潤曲線の接点の軌跡C D を求める。S h im o m u r a (1 9 9 5 )において示したように，この軌

図 1 :反応曲線
P f
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図 2 : 新ベルトラン均衡(五w) と標準ベルトラン均衡(及)

図 3 A : 新ベルトラン均衡(瓜 ）と標準ベルトラン均衡(及) 
_ 補完財かつ戰略的補完財のケース一

跡はフォ一ド社か {(Inf，CLtf, (Iff) — (0，aTF, CLff)，たたし( 2 t f〉 0，を自社製品価格を規定する際用 

いる合成財とした場合のトヨ夕社の反応曲線を ( P t，P f ) 平面上に描いたものである。まったく同様 

にしてフォード社の標準的反応曲線 / 及び C D の対応軌跡C D 'を求めることが出来る。図 2 に 

はこれら4 本の曲線が'描かれている。

命 題 ：新べルトラン均衡における均衡価格ペア0 ハP f ) は曲線C D とC ，D 'の交点' E n によっ て表 

される。
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図 3 B  __新べルトラン均衡(私 ）と標準べルトラン均衡(私 ) 
一代替財かつ戦略的代替財のケース一

図 3 C : 新べル卜ラン均衡と標準べル卜ラン均衡 (私 ) 
— 補完財かつ戦略的代替財のケース一

証 明 詳 細 は S h im om u ra(1 99 5 )を参照せよ。ここでは証明の概略を述べる。まず，フォード社 (resp. 
卜ヨタ社）が段階 1 で選択する任意の合成財に対してトヨタ社 ( r e s p .フォード社）の反応曲線はA B  
(resp. / T 5 ' ) とCD (resp. C 7 7 )の間に存在することが示される。段階 2 でこの両曲線の交点におい 

て （如，如）が決定されるので，段 階 1 においてこのことを踏まえて両社は合成財の選択を行う。ま 

ず， トヨタ社にすれば図2 で出来るだけ上方に交点が存在するほど利潤が高くなるから，フォード 

社の反応曲線をC W にするよう合成財を選択することが合理的である。同様に，フォード社によれ 

ばトヨタ社の反応曲線をC D にすることが合理的である。

28 ( 1 68 )



3 . 新ベルトラン均衡と最適課税_補助金政策

図 2 における曲線A B とA ' B 'の交点 £ s は標準的なベルトラン均衡を表わす。E n と五sの比較 

から新ベルトラン均衡の幾つかの特徴が明らかとなる。

第 1 。トヨタ社とフォ一ド社は国際複占市場においてパレ'一ト最適になっている。目い換えれば， 

相手企業との提携によって両社が; # た提携前より大きい利潤を得ることは出来ない。これは図2 に 

おいてE n を通る原点からの半直線が両社のある等利潤曲線のペアの共通接線になっていることか 

ら明らかである。これに対して標準的なべルトラン均衡E s の場合は，両社が提携して価格ペアを点 

仏から右上方の点（たとえば点五0)に定めることにより両社共に提携前よりも高い利潤を得ること 

が出来る。新ベルトラン均衡が成立している場合，両社の提携の可能性は価格設定以外の領域に求 

められなくてはならない。

第 2 。既述のようにもし両社とも自社製品の全てを第3 国に輸出しているとすれば，各国の社会 

的厚生は各社の生産者余剰プラス純税収移転によって表される。従って， もし図 2 の曲線 A B と 

C D が ，= 0 のもとで描かれたものであるとすれば，E n において実現する各社の利潤の水準は各国 

の社会厚生水準を表している。ゆえに， もし新ベルトラン均衡が成立しているとすれば，それは日 

米両国国民にとってハ。レート最適となっている。このことは日米両国政府が協調的あるいは非協調 

的に自動車市場に介入することは少なくともどちらか一国の国民の利益に反することを意味する。

第 3 。E aton  and G rossm an (1986)は， クールノー競争およびベルトラン競争の両ケースについて 

各国政府の最適課税 • 補助金政策を導出した。言うまでもなく彼らは標準的なベルトラン均衡を前 

提にしたのであるが，図 2 を用いてまず彼らの議論を概説しよう。今，A B が ' = 0 の場合の日本の 

(標準的なケースの）反応曲線とする。A ' B 'はアメリカの（標準的なケースの）反応曲線である。既述 

のように，図に描かれた等利潤曲線(点線）は各国の社会的厚生水準を表す。さて，日本政府はけゼ 

ロ以外の値に動かすことにより卜ヨタ社の反応曲線A B をシフ卜させることが出来る。もしアメリ 

力政府が，本稿の前提の通り，何等の課税•補助金政策をフォード社に対して行わないものとすれ 

ば， 日本政府にとってトヨタ社の反応曲線がちょうど点於 を通るように，を定めることが最適に 

なる。 日本政府による最適課税 • 補助金政策により，均衡点は五 s から五^へと右方向に変化する。

新べル卜ラン均衡を前提にした場合はどうなるであろうか？ 既述のように曲線C D は等利潤曲 

線と原点からの半直線の接点の軌跡である。従って式で表せば

如 (歧 ，）

PT ^ ^ I l T(pT，p F_，t')

明らかに，トヨタ車の生産のためにコス卜がかかる限り，，を動かすことにより曲線C D をシフトさ
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せることが出来る。新ベルトラン均衡はC D と C 7 7 の交点であるから，日本政府にとって最適な課 

税 •補助金政策は曲線C D がちょうど点E ，n を通るように / を動かすことである。これによって均衡 

点は E n からへと左方向に変化する。

以上から明らかなように，標準的なベルトラン均衡と新ベルトラン均衡のどちらを前提にするか 

によって日本政府の最適課税 • 補助金政策はいわば180度異なったものとなる。E aton  and G ross
m an (1986)も述べているように，前者を前提とする場合トヨタ車に一定率の従価税を課することが 

日本政府のとるべき行動となる。その結果，図 2 からも明らかなように， トヨタ車の価格が上昇す 

るのみならずフォード車の価格も上昇する。そして日本政府のこの市場干渉の結果，両国の社会的 

厚生も改善する。これに対して，後者を前提とする場合，本稿の補論で示すようにトヨタ社にたい 

し補助金を与えることが日本政府のとるべき行動となる。その結果，図 2 からも明らかなようにト 

ヨ夕社は自社製品の価格引き下げに走り，フォード社もこれに追随することになる。 日本の社会的 

厚生が改善する一方，フォード社の利潤及びアメリ力の社会的厚生は低下する。

このような状況はアメリ力政府にとって容認し難いことであろう。アメリ力政府からすれば日本 

政府とトヨタ社がいわば官民一体となって価格引き下げ攻勢をかけフォード社から市場を奪ってい 

るように見えるかも知れない。アメリカ政府にとって，⑴自由貿易主義を捨てて対抗的にフォード 

社に対して輸出促進政策をとる，あるいは（i i ) 日本政府に対して自由貿易•市場不干渉を遵守する 

ように交渉する， といった政策をとることが合理的行動となるであろう。以上のように考えるなら 

ば，本稿の単純な国際寡占モデルにおける新べル卜ラン均衡は現実の日米両国間において生じた経 

済摩擦や米国政府の行動を説明する一つの理論的基礎を与え得るように思われる。

第 4 。図 1 ， 2 を用いたこれまでの本稿の分析において， トヨタ車とフォード車が（相手の製品 

価格が上昇すれば自社製品に対する需要が増大し利潤が上昇するという意味で）代替財であり，かつ，（(標 

準的なベルトラン競争モデルの場合）相手の製品価格が上昇すれば自社製品に対する限界利潤が増大し自 

社製品の価格弓Iき上げのインセンティブが生ずるという意味で）戦略的補完財であることを前提にして 

きた⑴。新ベルトラン均衡概念自体は代替 . 補完及び戦略的代替.補完のこの特定の組み合わせの場 

合にのみ成立するものではなく，他の組み合わせの場合にも成立する。図 3 A - C の点 £ 况，E s は各 

組み合わせのもとでの新ベルトラン，標準ベルトラン各均衡点を表している。

図 2 と図3 A - C から次のようなことが明らかとなる。第 1 に， もし両財が通常の意味での代替 

( r e s p .補完）財であれば，戦略的代替•補完に関わりなく新べルトラン均衡価格は標準べルトラン均 

衡価格よりも高く（r e s p .低く）なる。第 2 に，代 替 • 補完，戦略的代替•戦略的補完のいずれの組 

み合わせの場合でも新ベルトラン均衡下の利潤はベルトラン均衡下の利潤よりも高くなる。第 3 に， 

もし両財が戦略的代替財であれば，最適課税 •補助金政策の方向は（すなわち（の正負という意味にお

( 1 ) 戦略的代替• 補完についてはB ulow ，Geanakoplos and Klemperer (1985)参照。
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表 1 : 最適課税•補助金政策

— — ^ 通常の意味での代替財 通常の意味での補完財

戦略的補完財

新べルトラン：補助金 

標準べルトラン：課税 

(図2 のケース）

新べルトラン：課税 

標準べルトラン：補助金 

(図3 A のケース）

戦略的代替財

新べルトラン：補助金 

標準べルトラン：補助金 

(図3 B のケース）

新べルトラン：課税 

標準べルトラン：課税

(図3 C のケース）

いて）新べルトラン均衡と標準べルトラン均衡の間で同じである。このことは図3 B と 3 Cから明ら 

かである。第 4 に，もし両財が戦略的補完財であればその方向は逆になる。これは図2 と図3 A から 

観察できる。以上の結果をまとめると表1 のようになる。

4 . 結 び に か え て

周知のように，不完全競争理論を国際貿易論に導入することにより貿易論は近時目覚しい進展を 

遂げた。 しかしながら，それと同時に，不完全競争理論が本来持っていた様々な理論的問題に貿易 

理論家も直面せざるを得なくなった。不完全競争国際貿易論を堅固な地盤の上に確立しようとする 

ならば，これらの問題の解決は貿易理論家にとって不可避の課題である。

これらの問題の一 つ は G ab szew icz  and V ia l (1 9 7 2 )や B 5hm (1994) 等によって議論されたプラ 

イス • ノーマライゼ一ションの問題である。不完全競争を前提にするとき，企業の目的関数である 

利潤を何で測るかによって企業の最適戦略が異なってくるが， どのような財で利潤を測るべきか？ 

という問題である。現在のところ概ね研究者間で合意が得られている考え方は，不完全競争企業の 

目的を企業所有者の間接効用最大化とする， ということのように思われる。この想定のもとで貿易 

論を再構築する試みが近時行われつつある（Kemp 1995, C h ap ter19, 2 0参照)。

本稿及び S h im o m u ra (1 9 9 5 )は不完全競争企業の目的関数は何かという問題ではなく，その戦略 

変数は何かという問題を取り扱っている。 もし各企業による合成財の選択が内生的に行われないと 

すれば，そしてある特定の合成財のペアをとるべき格別の理由がなければ，図 2 の 4 本の曲線 

A B ,  C D , A B \  C 'Z Xに囲まれた閉領域上の任意の点がベルトラン均衡になりうる。Shim om ura  
(1995)はこの不決定性を回避する1 方法として新べノレトラン均衡概念を提唱し，本稿はこの均衡概 

念を貿易論の1 トピックに適用してそのインプリケーションが従来のベルトラン均衡のそれとどの 

ように違うかを論じようとした。

新ベルトラン均衡は筆者が初めて提唱したものであり，読者にとってはなじみのない概念である 

ので，これに関しいくつかの補足的議論を行うことにより，本稿の結びに代えたい。
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第 1 。実際に価格競争を行っている寡占企業がどのような合成財によって規定された自社製品価 

格を戦略変数にしているかは実証的分析の課題であり，先験的に \ { a N, a T, aF) = (1 ,0 , 0) という特 

定の合成財をすべての寡占企業が選択している」 と主張することはできない。本稿の分析は，少な 

くとも理論的にはこれ以外の合成財が選択される可能性があることを示唆している。

厳密な統計的分析は今後の課題であるが，前節でも述べたように筆者は，標準的べルトラン均衡 

よりも新ベルトラン均衡のほうがよりコンハ。クトに現実を説明できる場合が存在するのではないか 

と考えている。今かりに図 2 の標準的ベルトラン均衡及が現実の日米間で成立しているとしよう。 

既に述べたように，日本政府が実行する最適課税政策の結果日本の経済的厚生は上昇するが，同時 

にアメリ力の経済的厚生も上昇する。従ってアメリ力政府の立場からすれば日本の課税政策は歓迎 

すべきことではあっても，官民一体となった不公正な貿易政策であると非難する理由は存在しない。 

従って，標準的べルトラン均衡を前提にして現実の日米経済摩擦やアメリ力政府の対日政策を説明 

するためには本稿のフレームワークの中に更に他の説明要因を導入しなくてはならない。これに対 

して， もし新ベルトラン均衡が現実に成立しているとすれば，そのような新たな説明要因を導入す 

ることなしに日米経済摩擦やアメリ力政府の対日政策に対する一定の経済学的説明を与えることが 

出来る。

第 2 。新べルトラン均衡下の第2 段階部分ゲームは各社が合成財（0, a Tx, aFX\  X  =  T , F , を用 

いて規定した価格を戦略変数として用いた場合に成立するN a s h 均衡である。a NX =  0 であるので， 

⑶ょり

Px_

pT
従って，たとえば qF が与えられれば， トヨ夕社にとって選択可能なq T はただ一つしか存在しな 

い。この意味で第2 段階部分ゲームは自明なN a s h 均衡解を持つということが出来る。

第 3 。新ベ ル ト ラ ン 均衡にお い て は上述のようにゼ ロ で あるが， a Tx, • に つ い て は 

a Yx >  0, { X,  F } =  { T , F } , なる限り任意の値を取りうる（Shimomura (1995))。従って上式から 

も明らかなようにも问様である。 しかし p T ,  p F は方程式体系

P t Y \ t { P t ,  Pf' ,  t )  + P f H f ( P t ,  P f ； t )  =  0  

P t Y \ . t ^ P t , P f )  +  P f  P f )  =  0

の解として定められる（n $ は n x の如に関する偏導関数) 。p T や p F が定まれば各企業の生産量や利 

潤も定まる。

上記の方程式体系が常に正の一意解をもつとは限らない。一意解存在のために各財の需要関数や 

費用関数が一般的にどのような条件を満たさなくてはならないかという問題は筆者にとって今後の
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研究課題の一つであるが， （1 ) 各財の需要の如，如それぞれに対する弾力性が一定，かつ， （2)各
財の費用関数が生産量に関して線形である場合，需要の価格弾力性値が一定の条件を満たせば，上 

記方程式体系が正の一意解を持つことを示すことができる（Shimomura (1995))。
第 4 。新ベルトラン均衡は非協力解であるにもかかわらず， トヨタ社，フォード社にとってパレ 

ート最適である。実際，新ベルトラン均衡は， もし両社が通常の意味で対称的であれば，明らかに 

N a s h 積を最大にする協力解に一致する。更に，与件のみならず価格設定行動についても対称性を想 

定した場合に成立するK e m p -S h im o m u r a均 衡 （1995 a ，b ，c ) とも一致する。

本論の第 3 節において， もしトヨタ車とフォード車が通常の意味で代替財，かつ戦略的補完財で 

あれば，新べルトラン均衡を前提にするとき日本政府の最適政策はトヨ夕社に一定率の補助金を与 

えることであると述べた。補論の目的はその証明を与えることである。

まずトヨタ社の等利潤曲線の傾きは

補 論 新 べ ル ト ラ ン 均 衡 下 で の 最 適 課 税 •補助金政策

dpF _
{(1 —t ) p r  — C / } y p F

ただし y h この式を t で偏微分すると

d  d p F
d t _ d P t { (1 ~~ t )  p T  ~  C t} 2 yPF

これは両財が通常の意味で代替財，すなわち：v J f > o のとき負となる。

図A ： f の上昇の結果，反応曲線は 
C D か ら に シ フ 卜 す る

D  D* ,
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ゆえに，図A に示されているように，もし両財が通常の意味で代替財ならば，，の上昇の結果点五

を通る等利潤曲線は / E / 'から m E m ，の X うにシフトする。等利潤曲線が下に凸である限り，半直線 

0 C と等利潤曲線との新しい接点は五' のように五の右上方にくるはずである。このことは，の上 

昇の結果，C D が C * D * のように右方向にシフトすることを意味する。従って図 2 のようにトヨタ 

社の「反応曲線」C D が点、E Wを通るようにするためには t をゼロから引き下げてマイナス値にしな 

くてはならない。これはトヨタ社に補助金を与えることを意味する。
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